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ふくしまゼロカーボン宣言事業に参加しましょう！…………………………………………
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令和４年度「自家用燃料供給施設整備支援助成事業」の実施について……………………

令和４年度定時総会のご案内……………………………………………………………………

燃料価格高騰に伴う燃料サーチャージ制の導入及び荷主等の周知活動について…………

令和４年度　第１回理事会を開催………………………………………………………………

６月の行事予定……………………………………………………………………………………

会員だより…………………………………………………………………………………………

労働時間管理と賃金対策セミナーを開催………………………………………………………

2022年度安全性評価事業の申請受付および個別相談会開催について……………………

国交省による安全性優良事業所表彰制度のお知らせ…………………………………………

令和４年度第１回運行管理者試験のご案内……………………………………………………

運行管理者試験受験対策勉強会のご案内………………………………………………………

各支部が定時総会を開催…………………………………………………………………………

技能講習等実施予定………………………………………………………………………………

『交通労働災害防止担当管理者教育講習』の開催について（ご案内）………………………

『荷役災害防止担当者安全衛生教育講習』【陸運事業者向け】の開催について（ご案内）…

交通事故統計………………………………………………………………………………………

セーフティチャレンジに参加しましょう！……………………………………………………

　福島県トラック協会では令和４度定時総会を下記日時、場所において、開催いたします。本年度
の総会は新型コロナウイルス感染拡大予防の観点から規模を縮小しての開催となります。
　つきましては、定時総会議案書をご確認の上、委任状提出によるご出席のご協力をお願い申し上
げます。

令和４年度定時総会のご案内令和４年度定時総会のご案内令和４年度定時総会のご案内県 ト 協県 ト 協

日 時　　令和４年６月10日金 13時30分～

場 所　　郡山市「県中研修センター」
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　福島県トラック協会では令和４度定時総会を下記日時、場所において、開催いたします。本年度
の総会は新型コロナウイルス感染拡大予防の観点から規模を縮小しての開催となります。
　つきましては、定時総会議案書をご確認の上、委任状提出によるご出席のご協力をお願い申し上
げます。

令和４年度定時総会のご案内令和４年度定時総会のご案内令和４年度定時総会のご案内県 ト 協県 ト 協

日 時　　令和４年６月10日金 13時30分～

場 所　　郡山市「県中研修センター」

燃料価格高騰に伴う燃料サーチャージ制の導入及び
荷主等の周知活動について
燃料価格高騰に伴う燃料サーチャージ制の導入及び
荷主等の周知活動について
燃料価格高騰に伴う燃料サーチャージ制の導入及び
荷主等の周知活動について

県 ト 協県 ト 協

　今般、貨物運送業界では新型コロナウイルス感染拡大による輸送量の減少により、事業経営に大
きな影響を及ぼしていることに加え、ウクライナ情勢の緊迫化による燃料価格高騰を受け、各ト
ラック事業者は事業存続に係る大きな危機に直面しています。
　この危機的状況を打開すべく、全日本トラック協会では「燃料価格高騰経営危機突破総決起大
会」を実施、大会には当県トラック協会を代表し佐藤 信成 会長が参加しました。
　この問題に対し協会では各政党（自民党福島県連、公明党福島県本部）及び行政（福島県、会津
若松市）などへの要望書を提出。また、「標準的な運賃」の浸透化、「燃料サーチャージ制」導入
への理解を得ることを目的に、荷主企業へ向けた周知、要望活動を展開しています。
　福島県トラック協会は今後も全ト協を通し国に対して「標準的な運賃」、「燃料サーチャージ制
の導入」の法制化に向けた要望活動を継続していく。
　詳細については下記のとおり。

【荷主企業へ向けた周知、要望活動】
　今年１月に国土交通省と全日本トラック協会の連名で「燃料サーチャージ制の導入につ
いて」、「『標準的な運賃』の活用について」の要請文とパンフレットをトラック輸送を
利用する荷主企業45,000箇所（福島県480箇所）に送付。
　また、ウクライナ情勢の緊迫化により更に燃料価格高騰が進んだことを受け、４月に福
島運輸支局と福島県トラック協会の連名で要請文とパンフレットを改めて620箇所に送付
して啓発活動を実施した。（詳細は協会ホームページをご確認下さい）

　当セミナーは経営環境改善セミナーの一環として来る2024年問題
に備え、労務管理等について学ぶことを目的に５月23日㈪に郡山市
「県中研修センター」において午前と午後に分かれ開催された。
　当日は会員事業者総勢122名が参加した。
　セミナーでは社会保険労務士法人トラスト 赤坂 利彦 氏より
「労働時間管理や時間外賃金の処理等について」をテーマに講演
が行われ、受講者からは多くの質問が集まった。

労働時間管理と賃金対策セミナーを開催労働時間管理と賃金対策セミナーを開催労働時間管理と賃金対策セミナーを開催適 正 化適 正 化



（22. ６−№ 497）（ 4 ）

　福島県トラック協会第１回理事会が５月24日㈫に郡山市「県中研修センター」で理事24名、監事
４名が出席し開催された。令和４年度定時総会は、新型コロナウイルスの感染防止のため、昨年に
引き続き役員のみによる少人数での開催が確認された。

〇報告事項
１　令和３年度セーフティチャレンジ事業参加による事故防止コンクール表彰事業所について

２　「標準的な運賃・料金」の届出状況について

３　燃料価格高騰に伴う燃料サーチャージ制の導入等について

４　燃料価格高騰に伴う要請行動について

５　令和４年東北運輸局長表彰（自動車関係事業功労）について

６　定款第26条第7項による職務執行報告について

〇議　　題
１号議案　定時総会対応について

　　　（1）開催（案）について

　　　（2）開催案内について

　　　（3）次第について

　　　（4）運営について

　　　（5）提出議案について

　　　（6）特別決議（案）について

　　　（7）スローガン（案）について

２号議案　入会会員及び退会会員について

そ の 他　①今後の行事予定について

　　　      ②新型コロナウイルス感染症について

【報告事項】
１　令和３年度セーフティチャレンジ事業参加による事故防止コンクール表彰事業所について
　令和３年度セーフティチャレンジ事業参加による事故防止コンクールの表彰事業所（最優秀賞
２事業所、優秀賞16事業所）を報告した。（表彰事業所については「わだち」７月号掲載予定）

２　「標準的な運賃・料金」の届出状況について
　届出提出に向けたトラック協会の取組み及び県内、東北ブロックの届出状況を報告した。
（令和４年５月20日現在の県内の届出状況84.5％）
東北ブロックの令和４年3月末の届出状況は下記のとおり
青森県75.7％、岩手県86.6％、秋田県89.6％、山形県90.7％、宮城県80.3％

３　燃料価格高騰に伴う燃料サーチャージ制の導入等について
　燃料価格高騰に伴う燃料サーチャージ制の導入等について荷主企業に向けた周知、要請な
どについて報告した。

４　燃料価格高騰に伴う要請行動について
　燃料価格高騰に伴う（公社）全日本トラック協会及び（公社）福島県トラック協会の活動
について報告した。

５　令和４年東北運輸局長表彰（自動車関係事業功労）について

　受賞者は次のとおり。
    • ダイトーロジスティックス㈱　代表取締役　大内 孝浩 氏（内定）

６　定款第26条第７項による職務執行報告について
　定時総会資料に基づき定時総会時に提起することについて報告した。

【議　　題】
１号議案　定時総会対応について

　　　　（1）開催（案）について

　　　　（2）開催案内について

　　　　（3）次第について

　　　　（4）運営について

　　　　（5）提出議案について

　　　　（6）特別決議（案）について

　　　　（7）スローガン（案）について
上記１号議案⑴～⑺について、定時総会資料（議案書案）等で説明し、対応及び総会資
料内容について可決した。
※総会資料（議案書）については全会員事業者へ発送しておりますのでご参照ください。

　２号議案　入会会員及び退会会員について
　　　　　　５社の入会、５社の退会を可決した。（承認後会員数1,258（賛助会員274含む））

　そ の 他　①今後の行事予定について
　　　　今後における本部、支部の行事予定について説明した。

　　　　　　②新型コロナウイルス感染症について
　　　　県内の新型コロナウイルス感染状況について説明した。

　また、総会終了後に福島県トラック事業政治連盟の定時総会が開催された。議題は下記のとおり。

　１号議案　令和３年度事業報告書並びに収支計算書の承認及び余剰金処分（案）について

　２号議案　令和４年度収支予算書（案）について

　３号議案　役員の変更に伴う役員選任について

令和４年度 第１回理事会を開催令和４年度 第１回理事会を開催令和４年度 第１回理事会を開催県 ト 協県 ト 協
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　　　      ②新型コロナウイルス感染症について
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２事業所、優秀賞16事業所）を報告した。（表彰事業所については「わだち」７月号掲載予定）
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　燃料価格高騰に伴う燃料サーチャージ制の導入等について荷主企業に向けた周知、要請な
どについて報告した。

４　燃料価格高騰に伴う要請行動について
　燃料価格高騰に伴う（公社）全日本トラック協会及び（公社）福島県トラック協会の活動
について報告した。

５　令和４年東北運輸局長表彰（自動車関係事業功労）について

　受賞者は次のとおり。
    • ダイトーロジスティックス㈱　代表取締役　大内 孝浩 氏（内定）
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　定時総会資料に基づき定時総会時に提起することについて報告した。
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　各支部で令和４年度定時総会が開催され、令和３年度事業・収支報告、令和４年度収支予算・事
業計画等について協議された。

県北支部
　県北支部（蓬田 隆信 支部長）は５月13日㈮に福島
市「ウィル福島　アクティおろしまち」において、
178会員（委任状134会員）が出席し開催された。
　総会では、令和３年度事業報告・同収支報告につ
いて承認され、令和４年度事業計画では交通事故及
び労災事故の防止に向けた運動、「標準的な運賃」
の届け出を推進、多様な施策による良質なドライバ
ーの育成、人材確保対策の積極的な推進、適正化事
業の推進による法令順守の徹底について重点施策と
位置付け、事業に取り組む事が報告された。

県中支部
　県中支部（小野田 弘明 支部長）は５月20日㈮に郡山
市「郡山ビューホテルアネックス」において283会員（委任
状207会員）が出席し開催された。小野田支部長より、
「燃料の高騰」「人手不足」により各社非常に厳しい状
況が続いているが、来年度から適用される「月60時間超
の時間外労働に対する割増賃金率の引き上げ」に対応し
ていかなければならない。そのためにも「標準的運賃の
届出」等により顧客から適正な料金を収受することが重
要である。また、2024年度に施行される「運送業の年間
残業時間上限規制（960時間）」について、業界のイメー

ジアップのためにも「適正な労働時間管理」の必要性を訴えた。
　総会では、令和４年度重点事業計画として、交通安全・労働災害防止対策の推進について、自動
車事故対策機構との連携により、「初任・適齢診断（カウンセリング付）」を定期的な実施に向け
取り組む等の提案がなされた。また、役員辞任に伴う補充選任については、支部長に小野田 弘明 氏
（郡山運送㈱）、副支部長に佐竹  哲 氏（日本通運㈱）、工藤 哲也 氏（第一貨物㈱）、幹事に本田 
英一 氏（㈱タムラ）が選任された。

県南支部
　県南支部（橋本 一美 支部長）は、５月12日㈭に白
河の関トラックステーションにおいて、134会員（委
任状90会員）が出席し開催された。
　総会では、令和３年度事業報告・同収支報告につ
いて承認され、令和４年度事業計画では安全大会の
開催、安全運転講習会、日常点検・メンテナンス講
習会、夏季・冬季の安全パトロールの実施、環境対
策事業、親睦事業の推進が重点施策として報告され
た。安全大会の開催については、昨年、一昨年と２

各支部が定時総会を開催各支部が定時総会を開催各支部が定時総会を開催支　部支　部
年間繰延となった中畑 清 氏の講演会を実施することを確認した。その他の議題では、顧問の蛭田 
政男 氏が退任し、橋本支部長から退任記念品が贈られた。また、空席となっていた会計監事に㈲小
針運送の小針 幸蔵 氏が推薦され賛成多数で承認された。

会津支部
 会津支部（菅野 高志 支部長）は５月14日㈯に会津
若松市「ルネッサンス中の島」において、93会員
（委状63会員）が出席し開催された。
　総会では、令和３年度事業活動報告・同収支決算
報告及び監査報告について承認され、令和４年度事
業計画の重点施策として、安全運転（交通事故・労
働災害の防止）に向けた運動、経営者・管理者の安
全活動の徹底、環境・省エネ対策の推進、運輸事業
振興助成金の効果的活用による経営の充実、魅力あ
る運輸事業の確立、親睦協調を図る施策、災害発生

時における緊急輸送体制の確立と防災機能の強化、復興促進への協力について報告された。総会に
続き、特定社会保険労務士  二瓶 優子 様の「働き方改革について」の講演を実施して終了した。

相双支部
　相双支部（佐藤 信成 支部長）は５月20日㈮に南相
馬市「ホテル丸屋グランデ」において、83会員（委
任43会員）が出席し開催された。
　総会では、令和３年度事業活動報告・同収支決算
報告及び監査報告について承認された。役員変更に
伴う役員選任については、佐藤 信成 支部長 県ト協
会長専任による退任により、新支部長選出及び幹事 
齋藤 浩文 氏のご逝去による役員欠員の為、新支部長 
中村貨物運送㈱ 遠藤 秀弥 氏、補充役員相馬物流㈱ 
齋藤 浩太郎 氏を選任した。

　令和４年度事業計画、収支予算については、満場異議なく承認された。

いわき支部
　いわき支部（松尾 活秀 支部長）は５月13日㈮パレ
スいわやにおいて、159会員（委任状111会員）が出
席し開催された。
　総会では令和３年度の事業報告、同収支決算報告
について承認され、令和４年度事業計画と予算が報告
され、輸送秩序確立対策の推進、労働問題の対策の推
進、安全運転、事故防止・ドライバー講習会の開催・
運行管理者に関する講習会と試験対策勉強会、親睦事
業、広報事業を重点施策として報告された。
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　各支部で令和４年度定時総会が開催され、令和３年度事業・収支報告、令和４年度収支予算・事
業計画等について協議された。

県北支部
　県北支部（蓬田 隆信 支部長）は５月13日㈮に福島
市「ウィル福島　アクティおろしまち」において、
178会員（委任状134会員）が出席し開催された。
　総会では、令和３年度事業報告・同収支報告につ
いて承認され、令和４年度事業計画では交通事故及
び労災事故の防止に向けた運動、「標準的な運賃」
の届け出を推進、多様な施策による良質なドライバ
ーの育成、人材確保対策の積極的な推進、適正化事
業の推進による法令順守の徹底について重点施策と
位置付け、事業に取り組む事が報告された。

県中支部
　県中支部（小野田 弘明 支部長）は５月20日㈮に郡山
市「郡山ビューホテルアネックス」において283会員（委任
状207会員）が出席し開催された。小野田支部長より、
「燃料の高騰」「人手不足」により各社非常に厳しい状
況が続いているが、来年度から適用される「月60時間超
の時間外労働に対する割増賃金率の引き上げ」に対応し
ていかなければならない。そのためにも「標準的運賃の
届出」等により顧客から適正な料金を収受することが重
要である。また、2024年度に施行される「運送業の年間
残業時間上限規制（960時間）」について、業界のイメー

ジアップのためにも「適正な労働時間管理」の必要性を訴えた。
　総会では、令和４年度重点事業計画として、交通安全・労働災害防止対策の推進について、自動
車事故対策機構との連携により、「初任・適齢診断（カウンセリング付）」を定期的な実施に向け
取り組む等の提案がなされた。また、役員辞任に伴う補充選任については、支部長に小野田 弘明 氏
（郡山運送㈱）、副支部長に佐竹  哲 氏（日本通運㈱）、工藤 哲也 氏（第一貨物㈱）、幹事に本田 
英一 氏（㈱タムラ）が選任された。

県南支部
　県南支部（橋本 一美 支部長）は、５月12日㈭に白
河の関トラックステーションにおいて、134会員（委
任状90会員）が出席し開催された。
　総会では、令和３年度事業報告・同収支報告につ
いて承認され、令和４年度事業計画では安全大会の
開催、安全運転講習会、日常点検・メンテナンス講
習会、夏季・冬季の安全パトロールの実施、環境対
策事業、親睦事業の推進が重点施策として報告され
た。安全大会の開催については、昨年、一昨年と２
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２０２2年度安全性評価事業の申請受付および個別相談会開催について２０２2年度安全性評価事業の申請受付および個別相談会開催について２０２2年度安全性評価事業の申請受付および個別相談会開催について適 正 化適 正 化

　2022年度安全性評価事業の申請受付方法、個別相談会日程等を下記の通りお知らせいたします。
◎申請期間　　窓口受付：7月1日㈮～14日㈭（土・日は除く）※郵送の場合は12日㈫必着
　申請時のトラブル防止のため、信書対応の簡易書留など荷物追跡が可能な方法で発送してください。
また詳細につきましては（公社）全日本トラック協会ホームページにて配信されている申請方法、
書類作成等の申請に関する説明動画をご覧ください。
◎申請受付方法
　新型コロナウイルスの影響により原則窓口による受付となりますが、地理的条件等により郵送での受付も
実施いたします。窓口受付時は新型コロナウイルス感染予防策（三密回避）を講じ、対応に努めて参ります。
　過去の状況を見ると、受付期間終了日を含む最終週の3日間に申請が集中しており、今回も同期間は混
雑が予想されますので、可能な限り早めに申請書類手続きを行っていただくようご理解、ご協力をお願いい
たします。更新事業所は窓口受付の際、更新ハガキを関係書類と併せてご持参ください。
　また今回申請方式E（特例申請）を選択した更新事業所は郵送による申請でお願いいたします。
※郵送の場合、申請書4枚組、自認書3枚組（複写式は4枚）申請者控えを含め全て送っていただき、受付後後日控えを返送いたします。

〒960-0231　福島市飯坂町平野字若狭小屋32
　　　　　　　（公社）福島県トラック協会　適正化事業部　

◎個別相談会
　今年度新規に申請される事業所（事業開始後3年を経過している営業所）ならびに本年末までの有
効期間で更新される事業所を対象に、下記5支部で個別相談会を開催いたします。
　なお県北支部は本部にて常時対応いたしますので、事前連絡のうえ直接お越しください。
　三密（密閉、密接、密集）を避けるため当日は予約制、また相談時間は1事業所につき1時間とな
ります。当日はマスク持参、着用にご協力をお願いいたします。
　個別相談を希望される場合は別紙申込書によりFAXで申込みをお願いいたします。

国交省による安全性優良事業所表彰制度のお知らせ国交省による安全性優良事業所表彰制度のお知らせ国交省による安全性優良事業所表彰制度のお知らせ適 正 化適 正 化

　国土交通省では連続10年以上継続して認定を受けており、且つ要件を満たした安全性評価事業認
定事業所を表彰しております。要件については当協会ホームページの適正化実施機関内に同名の表
題で掲載しておりますのでご確認ください。つきましては、福島運輸支局への提出が８月１日まで
となっておりますので早めの準備をお願い申し上げますとともに、希望事業所は当協会まで６月17
日㈮までにご連絡ください。

開催支部（場所）

県中支部
（郡山市喜久田町卸3丁目5　県中研修センター内）

県南支部
（西白河郡泉崎村大字泉崎字夏針15-1　白河の関トラックステーション内）

会津支部
（会津若松市町北町大字始字見島80-2　会津方部共同休憩所内）

相双支部
（相馬市赤木字松ヶ澤144-7　相馬方部共同休憩所内）

いわき支部
（いわき市小名浜島字舘下19-1　いわき共同休憩所内）

日程・時間

• 6/  6㈪ 午前　・　午後
• 6/  7㈫ 午前　・　午後
• 6/23㈭ 　　　　　午後　
• 6/24㈮ 午前　・　午後

• 6/29㈬ 午前　・　午後

• 6/  9㈭ 午前　・　午後

• 6/16㈭ 　　　　　午後　
• 6/17㈮ 午前　・　午後

※上記より希望日（開催支部（場所）、日程・時間）を選んでください。日程確定後、ご連絡いたします。
　また予約が重複した場合は先着順となります。

申請書送付先・受付窓口
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２０２2年度安全性評価事業の申請受付および個別相談会開催について２０２2年度安全性評価事業の申請受付および個別相談会開催について２０２2年度安全性評価事業の申請受付および個別相談会開催について適 正 化適 正 化

　2022年度安全性評価事業の申請受付方法、個別相談会日程等を下記の通りお知らせいたします。
◎申請期間　　窓口受付：7月1日㈮～14日㈭（土・日は除く）※郵送の場合は12日㈫必着
　申請時のトラブル防止のため、信書対応の簡易書留など荷物追跡が可能な方法で発送してください。
また詳細につきましては（公社）全日本トラック協会ホームページにて配信されている申請方法、
書類作成等の申請に関する説明動画をご覧ください。
◎申請受付方法
　新型コロナウイルスの影響により原則窓口による受付となりますが、地理的条件等により郵送での受付も
実施いたします。窓口受付時は新型コロナウイルス感染予防策（三密回避）を講じ、対応に努めて参ります。
　過去の状況を見ると、受付期間終了日を含む最終週の3日間に申請が集中しており、今回も同期間は混
雑が予想されますので、可能な限り早めに申請書類手続きを行っていただくようご理解、ご協力をお願いい
たします。更新事業所は窓口受付の際、更新ハガキを関係書類と併せてご持参ください。
　また今回申請方式E（特例申請）を選択した更新事業所は郵送による申請でお願いいたします。
※郵送の場合、申請書4枚組、自認書3枚組（複写式は4枚）申請者控えを含め全て送っていただき、受付後後日控えを返送いたします。

〒960-0231　福島市飯坂町平野字若狭小屋32
　　　　　　　（公社）福島県トラック協会　適正化事業部　

◎個別相談会
　今年度新規に申請される事業所（事業開始後3年を経過している営業所）ならびに本年末までの有
効期間で更新される事業所を対象に、下記5支部で個別相談会を開催いたします。
　なお県北支部は本部にて常時対応いたしますので、事前連絡のうえ直接お越しください。
　三密（密閉、密接、密集）を避けるため当日は予約制、また相談時間は1事業所につき1時間とな
ります。当日はマスク持参、着用にご協力をお願いいたします。
　個別相談を希望される場合は別紙申込書によりFAXで申込みをお願いいたします。

国交省による安全性優良事業所表彰制度のお知らせ国交省による安全性優良事業所表彰制度のお知らせ国交省による安全性優良事業所表彰制度のお知らせ適 正 化適 正 化

　国土交通省では連続10年以上継続して認定を受けており、且つ要件を満たした安全性評価事業認
定事業所を表彰しております。要件については当協会ホームページの適正化実施機関内に同名の表
題で掲載しておりますのでご確認ください。つきましては、福島運輸支局への提出が８月１日まで
となっておりますので早めの準備をお願い申し上げますとともに、希望事業所は当協会まで６月17
日㈮までにご連絡ください。

開催支部（場所）

県中支部
（郡山市喜久田町卸3丁目5　県中研修センター内）

県南支部
（西白河郡泉崎村大字泉崎字夏針15-1　白河の関トラックステーション内）

会津支部
（会津若松市町北町大字始字見島80-2　会津方部共同休憩所内）

相双支部
（相馬市赤木字松ヶ澤144-7　相馬方部共同休憩所内）

いわき支部
（いわき市小名浜島字舘下19-1　いわき共同休憩所内）

日程・時間

• 6/  6㈪ 午前　・　午後
• 6/  7㈫ 午前　・　午後
• 6/23㈭ 　　　　　午後　
• 6/24㈮ 午前　・　午後

• 6/29㈬ 午前　・　午後

• 6/  9㈭ 午前　・　午後

• 6/16㈭ 　　　　　午後　
• 6/17㈮ 午前　・　午後

※上記より希望日（開催支部（場所）、日程・時間）を選んでください。日程確定後、ご連絡いたします。
　また予約が重複した場合は先着順となります。

申請書送付先・受付窓口

（公社）福島県トラック協会　適正化事業部 宛

○ 申請種別（新規・更新を○で囲んでください）

　　　　新規申請　　　更新申請（　初更　・　　2更　・　3更　・　4更　・　5更　　）

○ 希 望 日（開催支部（場所）日程・時間に〇をつけてください）

2022年度安全性評価事業個別相談会出席申込書

※日程確定後、ご連絡いたします。また予約が重複した場合は先着順となります。
　三密を避けるため原則１事業所１名でお願いいたします。

FAX番号　024―558―7731

事業所名（営業所、支店名まで）

電話番号

出席者

役　職

氏　名

2022年　　　　月　　　 日

開催支部（場所）

県中支部
（郡山市喜久田町卸3丁目5　県中研修センター内）

県南支部
（西白河郡泉崎村大字泉崎字夏針15-1　白河の関トラックステーション内）

会津支部
（会津若松市町北町大字始字見島80-2　会津方部共同休憩所内）

相双支部
（相馬市赤木字松ヶ澤144-7　相馬方部共同休憩所内）

いわき支部
（いわき市小名浜島字舘下19-1　いわき共同休憩所内）

日程・時間

• 6/  6㈪ 午前　・　午後
• 6/  7㈫ 午前　・　午後
• 6/23㈭ 　　　　　午後　
• 6/24㈮ 午前　・　午後

• 6/29㈬ 午前　・　午後

• 6/  9㈭ 午前　・　午後

• 6/16㈭ 　　　　　午後　
• 6/17㈮ 午前　・　午後
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受験申請手続き等の詳細は、下記の運行管理者試験センターホームページをご参照下さい。

※本試験のお問い合わせにつきましては上記の（公財）運行管理者試験センターまでお願いいたします。

令和４年度第１回運行管理者試験のご案内

（公財）運行管理者試験センター　試験事務センター

●試験日時、受験申請、申請期間、会場等
　⑴　試験日時：令和４年８月６日（土）～９月４日（日）
　　　　　　　（試験会場等の予約の際に希望する日時を選択：試験時間90分）
　⑵　試験方法及び受験申請の方法等
　　　①試験方法はCBT試験のみとなります。※筆記試験は実施しません
　　　　※ＣＢＴ試験とは、問題用紙やマークシートなど紙を使用せず、パソコンにて回答する試験です。
　　　②受験申請について　※新規、再受験ともにインターネット申請に限ります。
  （公財）運行管理者試験センターのホームページから申請できます。
　⑶　申請期間：令和４年６月13日（月）午前９時 ～ ７月13日（水） 23時59分（厳守）
　⑷　試験地及び試験会場：会場日時を予約する際に選択した試験会場となります。
　⑸　試験結果発表日：令和４年９月21日（水）（予定）

●インターネット申請について（パソコン又はスマートフォンから申込みができます。）
　⑴　申込方法：（公財）運行管理者試験センターのホームページにアクセスして申込手順に従っ

て必要事項を入力してください。（https://www.unkan.or.jp/）
　　　①個人による電子申請

インターネットシステムの環境が整うパソコン又はスマートフォンから試験センター、
ホームページのサイトにアクセスして電子申請の申し込みを行って下さい。

　　　②団体による電子申請（パソコンのみ）
各企業において一括で取りまとめて申し込みを行う「団体申請」は、本社だけでなく、支社、支店
又は営業所など内部機関ごとに電子申請（パソコンのみ）の申し込みを行うことができます。
なお、あらかじめ、団体情報の登録が必要となります。

●受験に伴う費用等について
　⑴　受験手数料及びシステム利用料
　　　①受験手数料：6,000円（非課税）
　　　②インターネット申請利用料等：「新規受験申請」660円（税込）、「再受験申請」860円（税込）
　⑵　受験手数料等の支払方法：コンビニ決済、クレジットカード決済、ペイジー決済で支払が可能です。
　⑸　注意事項：インターネット申請の申込み後、令和４年８月５日（金）までに受験手数料の

支払いを行わないとインターネット申請が取消しとなります。

自動音声サービス：ＴＥＬ ０４７６－８５－７１７７
（平日9時～17時は「５」を押すとオペレーター対応有） HP: https://www.unkan.or.jp/　
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適 正 化適 正 化 運行管理者試験受験対策勉強会のご案内運行管理者試験受験対策勉強会のご案内運行管理者試験受験対策勉強会のご案内
　令和４年度第１回運行管理者試験は、令和４年８月６日㈯～９月４日㈰開催となります。
　今般、当協会の主催により下記の通り受験対策として勉強会を開催いたします。受験される方、
または、この機会に勉強したい方がおられましたら、ぜひ受講されますようご案内いたします。

日
時

令和４年
　７月21日㈭
９時～1７時（受付８時３０分より開始）

場
所

県トラック協会
県中研修センター ２Ｆ 大ホール
（郡山市喜久田町卸三丁目5番地）

講
習
内
容

関係法令の研修等受験指導等
講師 ㈱輸送文研社

応
募
定
員

８０名
（先着順での受付になる為、定員になり次第締め切ります）

対
象

福島県トラック協会
会員事業所

テ
キ
ス
ト

受
講
料

１名　３,０００円
（指定の輸送文研社発行テキストをお持ちの方は、1,000円）

申
込
・
支
払

申
込
期
日

１　事業所名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　※電話・FAXは日中連絡が取れる番号

（１）　事業所名

（２）　所属支部（○で囲む）　　県北　　県中　　県南　　会津　　相双　　いわき

（３）　郵便番号　　　　　ー

（４）　住　　所

（５）　電話番号　　　　　　　　　　　　　　　　　FAX番号　

２　受講希望者名　　

運行管理者試験受験対策勉強会
受 講 申 込 書

※㈱輸送文研社「運行管理者国家試験貨物編令和4年度8月受験対策版」を既にお持ちの方はご連絡ください。
※過去のテキストや輸送文研社以外のテキストでは受講できませんのでご注意ください。

※試験の申込ではありません。試験受験者を対象とした受験対策のための勉強会です。

㈱輸送文研社発行の「運行管理者国家試
験 貨物編 令和４年度 8月受験対策版」
※過去のテキストや輸送文研社以外でのテキストでは受講できません

下記申込書に記入し、ＦＡＸまたは、郵便にて
申し込みください。
当日、受付時でのお支払いとなります。その際
に領収書・テキスト等をお渡しいたします。 

問
い
合
せ

（公社）福島県トラック協会適正化事業部
担当：菅野（誠）、森口、菅野（陽）
住所：福島市飯坂町平野字若狭小屋32
TEL：024-558-7755　FAX024-558-7731

令和４年７月７日㈭迄

コロナウイルス感染予防の為、発熱
や体調のすぐれない場合、受講を
ご遠慮させていただくことがござい
ます。また、受講の際は必ずマスク
の着用をお願いいたします。

受験申請手続き等の詳細は、下記の運行管理者試験センターホームページをご参照下さい。

※本試験のお問い合わせにつきましては上記の（公財）運行管理者試験センターまでお願いいたします。

令和４年度第１回運行管理者試験のご案内

（公財）運行管理者試験センター　試験事務センター

●試験日時、受験申請、申請期間、会場等
　⑴　試験日時：令和４年８月６日（土）～９月４日（日）
　　　　　　　（試験会場等の予約の際に希望する日時を選択：試験時間90分）
　⑵　試験方法及び受験申請の方法等
　　　①試験方法はCBT試験のみとなります。※筆記試験は実施しません
　　　　※ＣＢＴ試験とは、問題用紙やマークシートなど紙を使用せず、パソコンにて回答する試験です。
　　　②受験申請について　※新規、再受験ともにインターネット申請に限ります。
  （公財）運行管理者試験センターのホームページから申請できます。
　⑶　申請期間：令和４年６月13日（月）午前９時 ～ ７月13日（水） 23時59分（厳守）
　⑷　試験地及び試験会場：会場日時を予約する際に選択した試験会場となります。
　⑸　試験結果発表日：令和４年９月21日（水）（予定）

●インターネット申請について（パソコン又はスマートフォンから申込みができます。）
　⑴　申込方法：（公財）運行管理者試験センターのホームページにアクセスして申込手順に従っ

て必要事項を入力してください。（https://www.unkan.or.jp/）
　　　①個人による電子申請

インターネットシステムの環境が整うパソコン又はスマートフォンから試験センター、
ホームページのサイトにアクセスして電子申請の申し込みを行って下さい。

　　　②団体による電子申請（パソコンのみ）
各企業において一括で取りまとめて申し込みを行う「団体申請」は、本社だけでなく、支社、支店
又は営業所など内部機関ごとに電子申請（パソコンのみ）の申し込みを行うことができます。
なお、あらかじめ、団体情報の登録が必要となります。

●受験に伴う費用等について
　⑴　受験手数料及びシステム利用料
　　　①受験手数料：6,000円（非課税）
　　　②インターネット申請利用料等：「新規受験申請」660円（税込）、「再受験申請」860円（税込）
　⑵　受験手数料等の支払方法：コンビニ決済、クレジットカード決済、ペイジー決済で支払が可能です。
　⑸　注意事項：インターネット申請の申込み後、令和４年８月５日（金）までに受験手数料の

支払いを行わないとインターネット申請が取消しとなります。

自動音声サービス：ＴＥＬ ０４７６－８５－７１７７
（平日9時～17時は「５」を押すとオペレーター対応有） HP: https://www.unkan.or.jp/　
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令和４年度「自家用燃料供給施設整備支援助成事業」の実施について令和４年度「自家用燃料供給施設整備支援助成事業」の実施について令和４年度「自家用燃料供給施設整備支援助成事業」の実施について全 ト 協全 ト 協

　全日本トラック協会では、燃料費対策の一環として、「自家用燃料供給施設整備支援助成事業」を実施します。
１．主な助成要件 　指定数量（1,000リットル以上）の軽油専用タンクの設置を伴う自家用燃料供

給施設の新設、増設又は増設を伴う代替を行い、令和４年４月１日㈮～令和５年２月28日㈫
までに消防（市町村又は地区消防組合等）より危険物取扱所の「完成検査済証の交付」を受
け、当該設備の「支払いを完了」するもの。
　＊ 指定数量とは「危険物の規制に関する政令第1条の１１」により規定。
　＊ 支払の完了には、割賦販売契約により導入した場合の「割賦販売契約締結（支払明細の確定）」を含む。
２．助成対象者 　会員事業者、協同組合、連合会  
※ 交付申請は年度内１施設限りとする。
※ 過去（平成２０～２６年度及び平成２８年度～令和３年度）に全日本トラック協会から同事業による助成金の交付を受
けた会員事業者、協同組合・連合会は、助成対象外とする。

３．助成金額　　軽油タンクの新設（設置１箇所分のみ）　　　　１００万円 
　　　　　　　　軽油タンクの増設又は増設を伴う代替　　　　　 ｠｠３０万円 
※ ただし、公募期間の初日等に申請が予算総額を超過した際には、１件あたりの助成金額を減額する場合がある。

４．助成金予算　　　１億円 　
５．公募期間　　令和４年８月１日㈪～10月31日㈪
※ 申請額が予算額に達した場合には、申請の受付を終了する。
※ 公募期間内に助成金交付が予算総額に達しない場合は、
　 別途公募期間を設ける場合がある。

　福島県では事業所の皆様が、2050年までの脱炭素社会の実現に向けて、「ゼロカーボン」を目指し取り組
むことを宣言し、自ら地球温暖化対策を実施する事業で、「福島議定書」事業をリニューアルした事業です。
　リニューアルした当事業は「初級」「中級」「上級」に分かれ1年間を通して地球温暖化対策に取
り組みます。詳細については県ホームページ（QRコード）からご確認下さい。

ふくしまゼロカーボン宣言事業（旧福島議定書）に参加しましょう！ふくしまゼロカーボン宣言事業（旧福島議定書）に参加しましょう！ふくしまゼロカーボン宣言事業（旧福島議定書）に参加しましょう！福 島 県福 島 県

　乗車中のシートベルト及びチャイルドシート着用の必要性・効果を訴えるとともに、正しい着用
の徹底について周知することにより、交通安全意識の向上と交通事故発生時における被害の防止・
軽減を図ることを目的に、令和４年６月１日㈬から６月30日㈭までの１ヶ月間において、「シート
ベルト着用強化月間」の運動推進に努めてください。

６月は「シートベルト着用」強化月間です！６月は「シートベルト着用」強化月間です！６月は「シートベルト着用」強化月間です！福 島 県福 島 県

厚 労 省厚 労 省

令和４年度労働保険の年度更新期間は令和４年６月１日水～７月11日月です。
期限までに、最寄りの労働局、労働基準監督署、金融機関で申告・納付をお願いいたします。

※労働保険の年度更新は電子申請を、労働保険料等の納付は口座振替をご利用ください。

労働保険の年度更新等のお知らせ労働保険の年度更新等のお知らせ労働保険の年度更新等のお知らせ
福島労働局より福島労働局より

当該助成金実施要領に係る資料等の
ダウンロードについては（公社）全日
本トラック協会ホームペー
ジからをご確認ください。
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令和４年度「自家用燃料供給施設整備支援助成事業」の実施について令和４年度「自家用燃料供給施設整備支援助成事業」の実施について令和４年度「自家用燃料供給施設整備支援助成事業」の実施について全 ト 協全 ト 協

　全日本トラック協会では、燃料費対策の一環として、「自家用燃料供給施設整備支援助成事業」を実施します。
１．主な助成要件 　指定数量（1,000リットル以上）の軽油専用タンクの設置を伴う自家用燃料供
給施設の新設、増設又は増設を伴う代替を行い、令和４年４月１日㈮～令和５年２月28日㈫
までに消防（市町村又は地区消防組合等）より危険物取扱所の「完成検査済証の交付」を受
け、当該設備の「支払いを完了」するもの。
　＊ 指定数量とは「危険物の規制に関する政令第1条の１１」により規定。
　＊ 支払の完了には、割賦販売契約により導入した場合の「割賦販売契約締結（支払明細の確定）」を含む。
２．助成対象者 　会員事業者、協同組合、連合会  
※ 交付申請は年度内１施設限りとする。
※ 過去（平成２０～２６年度及び平成２８年度～令和３年度）に全日本トラック協会から同事業による助成金の交付を受
けた会員事業者、協同組合・連合会は、助成対象外とする。

３．助成金額　　軽油タンクの新設（設置１箇所分のみ）　　　　１００万円 
　　　　　　　　軽油タンクの増設又は増設を伴う代替　　　　　 ｠｠３０万円 
※ ただし、公募期間の初日等に申請が予算総額を超過した際には、１件あたりの助成金額を減額する場合がある。

４．助成金予算　　　１億円 　
５．公募期間　　令和４年８月１日㈪～10月31日㈪
※ 申請額が予算額に達した場合には、申請の受付を終了する。
※ 公募期間内に助成金交付が予算総額に達しない場合は、
　 別途公募期間を設ける場合がある。

　福島県では事業所の皆様が、2050年までの脱炭素社会の実現に向けて、「ゼロカーボン」を目指し取り組
むことを宣言し、自ら地球温暖化対策を実施する事業で、「福島議定書」事業をリニューアルした事業です。
　リニューアルした当事業は「初級」「中級」「上級」に分かれ1年間を通して地球温暖化対策に取
り組みます。詳細については県ホームページ（QRコード）からご確認下さい。

ふくしまゼロカーボン宣言事業（旧福島議定書）に参加しましょう！ふくしまゼロカーボン宣言事業（旧福島議定書）に参加しましょう！ふくしまゼロカーボン宣言事業（旧福島議定書）に参加しましょう！福 島 県福 島 県

　乗車中のシートベルト及びチャイルドシート着用の必要性・効果を訴えるとともに、正しい着用
の徹底について周知することにより、交通安全意識の向上と交通事故発生時における被害の防止・
軽減を図ることを目的に、令和４年６月１日㈬から６月30日㈭までの１ヶ月間において、「シート
ベルト着用強化月間」の運動推進に努めてください。

６月は「シートベルト着用」強化月間です！６月は「シートベルト着用」強化月間です！６月は「シートベルト着用」強化月間です！福 島 県福 島 県

厚 労 省厚 労 省

令和４年度労働保険の年度更新期間は令和４年６月１日水～７月11日月です。
期限までに、最寄りの労働局、労働基準監督署、金融機関で申告・納付をお願いいたします。

※労働保険の年度更新は電子申請を、労働保険料等の納付は口座振替をご利用ください。

労働保険の年度更新等のお知らせ労働保険の年度更新等のお知らせ労働保険の年度更新等のお知らせ
福島労働局より福島労働局より

当該助成金実施要領に係る資料等の
ダウンロードについては（公社）全日
本トラック協会ホームペー
ジからをご確認ください。

技能講習等実施予定技能講習等実施予定技能講習等実施予定陸 災 防陸 災 防

h t t p s : / / f - r i k u sa i . o r g

交通事故統計交通事故統計交通事故統計お知らせお知らせ

　第一当時者が県内居住の事業用貨物車の交通事故発生状況は下記の通りとなります。
　交通規則を守ることは、社会人としての基本的な責務です。
　会員事業所におかれましても、プロドライバーとして、より一層の交通安全対策をお願いします。

1月 3月2月 4月 5月 6月 8月 9月

2022
年（
概
数
）

7月 11月 12月10月 合計

第一当事者が県内居住の事業用貨物車の交通事故発生状況

交通ルールの遵守、思いやり運転等交通マナーアップ　交差点での安全確認の励行　速度の抑制

（公社）福島県トラック協会　令和４年度定時総会10日㈮ 郡山市「 県中研修センター」

日　程 行　　事　　内　　容 開　催　場　所

６月の行事予定６月の行事予定

8

1

8

4

0

6

6

0

8

2

0

3

20

1

25

発生件数

死 者 数

傷 者 数
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皆さまの事業場では、
交通労働災害防止担当管理者を選任していますか！

１. 日　時

『交通労働災害防止担当管理者教育講習』の開催について（ご案内）　
　厚生労働省は、「交通労働災害防止のためのガイドライン」（平成20年４月）を策定し、事業者
の責務、管理体制等について示し、事業者はそれにより交通労働災害防止に努めなければならない
とされました。

　　具体的には、

　1　事業者の責務
労働者に自動車等の運転を行わせる事業者は、ガイドラインを指針とし、事業場に
おける交通労働災害防止対策の積極的な推進を図ることにより、交通労働災害防止
に努める。

　2　交通労働災害防止のため管理体制の構築
事業者は、交通労働災害防止のため、次の事項を実施しなければなりません。
交通労働災害防止を担当する管理者の選任、選任された交通労働災害防止を担当す
る管理者への教育、交通労働災害防止を担当する管理者の職務の明確化、交通労働
災害防止を担当する各管理者との連携。

令和4年7月22日㈮ 13：00～16：50

３. 対象者

郡山市  福島県トラック協会　県中研修センター２. 場　所

交通労働災害防止担当管理者又は選任予定者で、運行管理者又は補助者、運
行管理者基礎講習を受講された方。

４. 講習科目
　 　 と
　  時　間

•事業者の責任と交通労働災害防止担当管理者の役割等（１時間）、交通労
働災害防止管理の進め方（1.5時間）、教育及び運転者認定制度、健康管
理、個通労働災害防止に対する意識の高揚（１時間）　　計 ３時間30分

５. 受講料 陸災防福島県支部(福島県トラック協会)会員は、無料と致します。

６. 申　込 受講申込書（ホームページからダウンロード）に所定事項を記入し、運行管
理者資格者証または基礎講習修了者証の写しを添付しお申込み下さい。

福島市飯坂町平野字若狭小屋32　
陸上貨物運送事業労働災害防止協会　福島県支部

募集期間：6月1日から7月12日まで

陸上貨物運送事業における死亡災害の50％は交通事故です。
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皆さまの事業場では、
交通労働災害防止担当管理者を選任していますか！

１. 日　時

『交通労働災害防止担当管理者教育講習』の開催について（ご案内）　
　厚生労働省は、「交通労働災害防止のためのガイドライン」（平成20年４月）を策定し、事業者
の責務、管理体制等について示し、事業者はそれにより交通労働災害防止に努めなければならない
とされました。

　　具体的には、

　1　事業者の責務
労働者に自動車等の運転を行わせる事業者は、ガイドラインを指針とし、事業場に
おける交通労働災害防止対策の積極的な推進を図ることにより、交通労働災害防止
に努める。

　2　交通労働災害防止のため管理体制の構築
事業者は、交通労働災害防止のため、次の事項を実施しなければなりません。
交通労働災害防止を担当する管理者の選任、選任された交通労働災害防止を担当す
る管理者への教育、交通労働災害防止を担当する管理者の職務の明確化、交通労働
災害防止を担当する各管理者との連携。

令和4年7月22日㈮ 13：00～16：50

３. 対象者

郡山市  福島県トラック協会　県中研修センター２. 場　所

交通労働災害防止担当管理者又は選任予定者で、運行管理者又は補助者、運
行管理者基礎講習を受講された方。

４. 講習科目
　 　 と
　  時　間

•事業者の責任と交通労働災害防止担当管理者の役割等（１時間）、交通労
働災害防止管理の進め方（1.5時間）、教育及び運転者認定制度、健康管
理、個通労働災害防止に対する意識の高揚（１時間）　　計 ３時間30分

５. 受講料 陸災防福島県支部(福島県トラック協会)会員は、無料と致します。

６. 申　込 受講申込書（ホームページからダウンロード）に所定事項を記入し、運行管
理者資格者証または基礎講習修了者証の写しを添付しお申込み下さい。

福島市飯坂町平野字若狭小屋32　
陸上貨物運送事業労働災害防止協会　福島県支部

募集期間：6月1日から7月12日まで

陸上貨物運送事業における死亡災害の50％は交通事故です。 『荷役災害防止担当者安全衛生教育講習』
【陸運事業者向け】の開催について（ご案内）

　厚生労働省では、陸運業の労働災害の状況を踏まえ、荷役における労働災害を減少させるため、
「陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン」（平成25年3月25日基発0325第1
号）を策定し、陸運事業者及び荷主等がそれぞれ取り組むべき事項を示しています。

　1　陸運事業者の責務
　　　• ガイドラインを指針とし、荷役作業における労働災害防止対策を積極的な推進に努める。

　2　陸運事業者の実施事項
　　①安全衛生管理体制の確立等
　　　•「荷役災害防止担当者」の指名
　　　• 荷役災害防止対策の計画的な推進
　　　• 安全衛生委員会の開催
　　②荷役作業における労働災害防止措置
　　③荷役作業の安全衛生教育の実施
　　④陸運事業者と荷主等との連絡調整
　　⑤自動車運転者に荷役作業を行わせる場合の措置
　　⑥陸運事業者間で業務請負等を行う場合の措置

１. 日　時

募集期間：6月1日から7月１日まで

３. 対象者

郡山市  福島県トラック協会　県中研修センター２. 場　所

荷役災害防止担当者に指名された者（指名予定者）

４. 講習科目
　 　 と
　  時　間

荷役作業における労働災害の現状と事業者の責務（0.5時間）
荷役作業における労働災害防止対策（2.0時間）
荷役作業の安全衛生教育と安全衛生意識の高揚（0.5時間）
荷主との連絡調整（0.5時間）
関係法令（0.5時間）　　　　　　　　   　　　　　　　  　計 ４時間00分

５. 受講料 陸災防福島県支部（福島県トラック協会）会員は、無料と致します。

６. 申　込 受講申込書（ホームページからダウンロード）に所定事項を記入し、お申込
み下さい。

福島市飯坂町平野字若狭小屋32　
陸上貨物運送事業労働災害防止協会　福島県支部

　　　《陸運業の労働災害の状況》

①陸運業の労働災害の割合が増加している

②荷役災害が70％を占める

③そのうち70％が荷主の庭先で発生している

皆さまの事業場では、
　　 荷役災害防止担当者を選任していますか！

令和4年7月12日㈫ 13：00～17：20
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5月号わだち
掲載訂正

会 員 だ よ り

新規入会事業所
支部 代表者名事業所名
県北
県中
県中
県中
相双
相双

㈱一運輸
東日運送㈱三春営業所
㈱佐久間建材
㈱ロジネット
勝山工業㈱
㈲ソーイング・リヴ 新地営業所

鮫島良一
藤川直之
佐久間安浩
山崎敏美
勝山広幸
五十嵐哲雄

郵便番号
960-8204
963-4114
963-4317
963-0108
979-1401
979-2708

車両台数住　所
福島市岡部字当木16-5
田村市大越町牧野字深谷33番9
田村市船引町東部台4丁目172番地
郡山市笹川二丁目25
双葉郡双葉町大字中野字堂ノ前1番地
相馬郡新地町大字福田字大山田12番2

5
6
5
6
10
8

退会会員事業所
支 部 事業所名

㈲FUMIYA
シグマテック㈱浪江営業所

県中
相双

支 部 事業所名

㈱エンドウ
LUMiC㈱福島営業所

県中
相双

支 部 事業所名

㈲会光社会津

新賛助会員事業所
支 部 事業所名 支 部 事業所名

東日本エア・ウォーター物流㈱二本松営業所県北 ㈱ユミタ運輸アピオ営業所会津

会員名簿変更
ページ 変更事項事業所名 新 旧

尾形　智

添田貫嗣

佐藤信一

佐藤直裕

佐藤尉賀

千坂　望
963-0531
郡山市日和田町高倉字藤坦1-237

963-0107
郡山市安積4-95

司東日本㈱福島郡山営業所

遠藤　満

須藤誠也

963-8061
郡山市富久山町福原字大塚8番の2

工藤哲也

石山直也

笠間幸二

菱沼義彦

若生佳二

佐藤博幸

田中　誠

963-0547
郡山市喜久田町卸2丁目31番地1

963-8041
郡山市富田町字十文字62-4

司企業㈱福島郡山営業所

山下具視

青木茂光
963-0112
郡山市安積町成田字田向１番地の47

金野直輝

ヤマト運輸㈱福島成川営業所

ヤマト運輸㈱福島八島営業所

ヤマト運輸㈱保原営業所

アイエイチロジスティクスサービス㈱郡山センター

アキタ㈱郡山営業所

㈱クリエイト福島営業所

㈱セイフティ輸送郡山営業所

㈱ゼンリョク

司東日本㈱福島郡山営業所

浪速運送㈱福島センター

物産ロジスティクスソリューションズ 郡山営業所

㈱令孝社

第一貨物㈱郡山支店

11

11

11

12

12

14

17

17

18

19

20

22

23

事業所名

住　所

住　所

住　所

代表者
（支店・営業所代表者）

代表者
（支店・営業所代表者）

代表者
（支店・営業所代表者）

代表者
（支店・営業所代表者）

代表者
（支店・営業所代表者）

代表者
（支店・営業所代表者）

代表者
（支店・営業所代表者）

代表者
（支店・営業所代表者）

代表者
（支店・営業所代表者）

東日本エア・ウォーター物流㈱二本松営業所　
賛助会員入会の誤りです。改めて今月号に掲載させて訂正させて頂きます。
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5月号わだち
掲載訂正

会 員 だ よ り

新規入会事業所
支部 代表者名事業所名
県北
県中
県中
県中
相双
相双

㈱一運輸
東日運送㈱三春営業所
㈱佐久間建材
㈱ロジネット
勝山工業㈱
㈲ソーイング・リヴ 新地営業所

鮫島良一
藤川直之
佐久間安浩
山崎敏美
勝山広幸
五十嵐哲雄

郵便番号
960-8204
963-4114
963-4317
963-0108
979-1401
979-2708

車両台数住　所
福島市岡部字当木16-5
田村市大越町牧野字深谷33番9
田村市船引町東部台4丁目172番地
郡山市笹川二丁目25
双葉郡双葉町大字中野字堂ノ前1番地
相馬郡新地町大字福田字大山田12番2

5
6
5
6
10
8

退会会員事業所
支 部 事業所名

㈲FUMIYA
シグマテック㈱浪江営業所

県中
相双

支 部 事業所名

㈱エンドウ
LUMiC㈱福島営業所

県中
相双

支 部 事業所名

㈲会光社会津

新賛助会員事業所
支 部 事業所名 支 部 事業所名

東日本エア・ウォーター物流㈱二本松営業所県北 ㈱ユミタ運輸アピオ営業所会津

会員名簿変更
ページ 変更事項事業所名 新 旧

尾形　智

添田貫嗣

佐藤信一

佐藤直裕

佐藤尉賀

千坂　望
963-0531
郡山市日和田町高倉字藤坦1-237

963-0107
郡山市安積4-95

司東日本㈱福島郡山営業所

遠藤　満

須藤誠也

963-8061
郡山市富久山町福原字大塚8番の2

工藤哲也

石山直也

笠間幸二

菱沼義彦

若生佳二

佐藤博幸

田中　誠

963-0547
郡山市喜久田町卸2丁目31番地1

963-8041
郡山市富田町字十文字62-4

司企業㈱福島郡山営業所

山下具視

青木茂光
963-0112
郡山市安積町成田字田向１番地の47

金野直輝

ヤマト運輸㈱福島成川営業所

ヤマト運輸㈱福島八島営業所

ヤマト運輸㈱保原営業所

アイエイチロジスティクスサービス㈱郡山センター

アキタ㈱郡山営業所

㈱クリエイト福島営業所

㈱セイフティ輸送郡山営業所

㈱ゼンリョク

司東日本㈱福島郡山営業所

浪速運送㈱福島センター

物産ロジスティクスソリューションズ 郡山営業所

㈱令孝社

第一貨物㈱郡山支店

11

11

11

12

12

14

17

17

18

19

20

22

23

事業所名

住　所

住　所

住　所

代表者
（支店・営業所代表者）

代表者
（支店・営業所代表者）

代表者
（支店・営業所代表者）

代表者
（支店・営業所代表者）

代表者
（支店・営業所代表者）

代表者
（支店・営業所代表者）

代表者
（支店・営業所代表者）

代表者
（支店・営業所代表者）

代表者
（支店・営業所代表者）

東日本エア・ウォーター物流㈱二本松営業所　
賛助会員入会の誤りです。改めて今月号に掲載させて訂正させて頂きます。

ページ 変更事項事業所名 新 旧

高原雄太郎

平野　潤

山田　大

金田義幸

渡辺明弘

中村正樹

小林　航

鈴木竜一

糸井　駿

吉田昌延

菊地智司

中村正樹

鈴木敏彦
969-0277
西白河郡矢吹町田町36-1

大栗広行

面川浩之

遠藤修史

佐藤大輔

鈴木日出男

965-0058
会津若松市町北町大字中沢字新田21-3

佐藤政重

河野広興

鈴木　学

本間康友

菅野淳一

齋藤慎也
971-8111
いわき市小名浜大原東田70-1

970-8026
いわき市平五町目15-1

小西　章

鈴木慎一郎

関野隆紀

前田雄大

高橋　静

阿部義一

早坂敏彦

前田雄大

橋本　修

浅見浩二

面川浩之

佐藤政重

近藤圭一

本間康友

佐藤博臣

瀬谷光宏

面川浩之

添田俊充

969-0206
西白河郡矢吹町赤沢70

横田広光

鈴木　誠

小林　泉

齋藤大輔

岩崎　淳

965-0005
会津若松市一箕町大字亀賀字村東130-1

鈴木　学

中村正樹

小林　航

矢口直人

高橋　静

尾形　智

974-8261
いわき市植田町中央1-6-2

973-8409
いわき市内郷御台境町六反田77-7

欅　真一

鈴木健仁

関野　芳

渋谷昌宏

菅野淳一

近物レックス㈱本宮支店

㈱新開トランスポートシステムズ 福島営業所

東北誠和梱包運輸㈱郡山営業所

福山エクスプレス㈱郡山営業所

物産ロジスティクスソリューションズ 本宮営業所

ヤマト運輸㈱小野営業所

ヤマト運輸㈱郡山大槻営業所

ヤマト運輸㈱郡山大町営業所

ヤマト運輸㈱郡山喜久田営業所

ヤマト運輸㈱富田営業所

ヤマト運輸㈱二本松営業所

ヤマト運輸㈱船引営業所

㈱アジア運輸 福島営業所

矢吹運送㈲

夢みなみ農業協同組合 しらかわ典礼センター

ヤマト運輸㈱須賀川横山営業所

ヤマト運輸㈱棚倉営業所

㈱ノーリンエクスプレス

日本郵便㈱会津若松郵便局

㈱バイタルエクスプレス
会津営業所

ヤマト運輸㈱会津高野営業所

ヤマト運輸㈱会津田島営業所

ヤマト運輸㈱会津坂下営業所

ヤマト運輸㈱喜多方南営業所

ヤマト運輸㈱相馬営業所

ヤマト運輸㈱原町南営業所

㈲佐洋運輸

アトムライン㈱

いわきエコ・パルプ㈱

鈴木運輸㈱

せきの㈱

東北誠和梱包運輸㈱小名浜輸送センター

ヤマト運輸㈱いわき植田営業所

25

26

26

27

27

27

27

27

27

27

27

27

29

34

35

37

37

39

42

42

43

43

43

43

49

49

50

51

51

53

57

59

60

代表者
（支店・営業所代表者）

代表者
（支店・営業所代表者）

代表者
（支店・営業所代表者）

代表者
（支店・営業所代表者）

代表者
（支店・営業所代表者）

代表者
（支店・営業所代表者）

代表者
（支店・営業所代表者）

代表者
（支店・営業所代表者）

代表者
（支店・営業所代表者）

代表者
（支店・営業所代表者）

代表者
（支店・営業所代表者）

代表者
（支店・営業所代表者）

代表者
（支店・営業所代表者）

代表者
（支店・営業所代表者）

代表者
（支店・営業所代表者）

代表者
（支店・営業所代表者）

代表者
（支店・営業所代表者）

代表者
（支店・営業所代表者）

代表者
（支店・営業所代表者）

代表者
（支店・営業所代表者）

代表者
（支店・営業所代表者）

代表者
（支店・営業所代表者）

代表者
（支店・営業所代表者）

代表者
（支店・営業所代表者）

代表者
（支店・営業所代表者）

代表者
（支店・営業所代表者）

代表者
（支店・営業所代表者）

代表者
（支店・営業所代表者）

代表者
（支店・営業所代表者）

住　所

住　所

住　所

住　所
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セーフティチャレンジセーフティチャレンジ

　福島県交通対策協議会・（一社）福島県交通安全協会が主催する「セーフティチャレンジ」が、
今年も実施されます。
　「セーフティチャレンジ」は、県民の交通安全意識の向上、交通事故減少の定着化を図ることを
目的に実施され、当協会もこの活動に協賛しています。
　当協会では、会員事業所の「セーフティチャレンジ」への参加を促進するため、当チャレンジに
参加した会員事業所を対象に、協会独自の「県ト協セーフティチャレンジ」を実施しています。
　会員事業所にとっては“１回のチャレンジで、２回の受賞機会”が得られる、お得なチャレンジ
となっておりますので、積極的に当事業へ参加くださいますようご案内申し上げます。

主　　催　　　福島県交通対策協議会、（一社）福島県交通安全協会

募集期間　　　令和４年６月１日㈬～７月15日㈮
実施期間（チャレンジ期間）　令和４年７月１日㈮～12月31日㈯の６カ月間
特 別 賞　　　ベストドライバー賞15万円の商品券５本の他、各賞合計563本
参 加 料　　　１チーム1,500円（１人500円）

申込方法　　（一社）福島県交通安全協会または、最寄りの警察署内の地区交通安全協会へ申込書と  
  参加料を提出しお申し込みください。

お問合せ　　（一社）福島県交通安全協会　TEL：024-591-5038

県ト協セーフティチャレンジについて

 上記の「セーフティチャレンジ」に参加した会員事業所で、無事故無違反を達成したチーム、かつ、上記の
「セーフティチャレンジ」特別賞の選考に漏れたチームを対象に、独自の副賞贈呈と表彰を実施します。

主　　催　　　（公社）福島県トラック協会

副　　賞　　１等１万５千円（１人）の商品券10本の他、各賞合計115本
表　　彰　　①「事故防止コンクール」（無事故・無違反を達成した事業所で特に優秀な事業所が対象）
   ②（公社）全日本トラック協会主催「正しい運転・明るい輸送運動表彰」

参 加 料　　無し

申込方法　　令和４年７月１日㈮～12月31日㈯の６カ月間のチャレンジ期間終了後（令和５年１月上
   旬～中旬）に、当協会ホームページにチャレンジの結果を報告することが申込となります。
   ※詳細については別途ご案内申し上げます。

お問合せ （公社）福島県トラック協会　業務部 遠藤　TEL：024-558-7755

セーフティチャレンジに参加しましょう！セーフティチャレンジに参加しましょう！セーフティチャレンジに参加しましょう！お知らせお知らせ

福島県交通対策協議会・（一社）福島県交通安全協会の
「セーフティチャレンジ」への申込がスタートです！
福島県交通対策協議会・（一社）福島県交通安全協会の
「セーフティチャレンジ」への申込がスタートです！
福島県交通対策協議会・（一社）福島県交通安全協会の
「セーフティチャレンジ」への申込がスタートです！

まずは、

2022年６月１日発行（毎月１回１日）
編集発行　公益社団法人福島県トラック協会
〒960-0231　福島市飯坂町平野字若狭小屋32
TEL 024-558-7755㈹　FAX 024-558-7731
H.P http://fukutora.lat37n.com/

トラック広報　わだち６月号（通巻497号）


